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令和４年度議会基本条例検証・評価シート 
 

Ａ 十分達成された Ｂ 概ね達成された Ｃ 今後努力を要する Ｄ 評価の該当なし 

1 
 

条  項 評価 
前 年 の

評価 理  由 

第２条(1)「議会の活動原則」 

市政運営を監視し、評価する 
B B 

各委員会で主要事業を

決め、何度かその事業の

進捗の報告を聴取し、意

見を述べてきた。 

第２条(2)「議会の活動原則」 

市民が参加しやすい市民に開かれた議

会を目指す 

B B 
傍聴者の参加を呼びか

ける。 

第２条(3)「議会の活動原則」 

市民の多様な意見を的確に把握し、市政

に反映させる 

C C 
コロナの影響で市民の

方々との対面等が難しく

活動に制約があったが、

例えばアンケート方式の

導入などを考えても良か

った。 

第２条(4)「議会の活動原則」 

公正性及び透明性を確保し、市民にわか

りやすい議会運営を行う 

B B 
ネット中継や議会のテ

レビ放映等により議会の

状況を市民に対し行っ

た。 

第２条(5)「議会の活動原則」 

政策提言及び政策立案を積極的に行う 
B B 

行なっている。 

第３条(1)「議員の活動原則」 

市民の代表者としての自覚を持ち、市民

全体の生活の向上を目指す 

B B 
市民の声を聞き、行政

へ持っていくことができ

ている。 

第３条(2)「議員の活動原則」 

言論の場及び合議制の機関であること

を認識し、議員相互の自由な討議を尊重す

る 

C C 
会議での活発な意見が

出ていない。 

第３条(3)「議員の活動原則」 

市政全般の課題及び市民の意見、要望等

を把握し、自らの資質を高める不断の研さ

んに努め、市民の負託に応える 

C C 
常に情報収集を行い市

民の負託にこたえるよう

努力をすべきである。 
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条  項 評価 
前年の

評価 理  由 

第４条②「会派」 

議員活動を支援するとともに、政策立案

及び政策提言のために調査研究を行う 

C C 
コロナにより活動ができ

ていない。 

第５条「議長及び副議長の選出」 

 当該選出の過程を市民に明らかにする

ため、志願する者に対し所信を表明する機

会を設ける 

A A 
所信表明の機会が設けら

れた。 

第６条①「市民参加及び市民との連携」 

市民に対して議会の活動に関する情報

を公開し、その透明性を確保する 

C B 
今後は議会だよりなども

もっと充実させる必要があ

る。 

第６条②「市民参加及び市民との連携」 

 本会議のほか、常任委員会及び特別委員

会を原則公開する 

B B 
傍聴者の人数を増やす検

討をすべきである。 

第６条③「市民参加及び市民との連携」 

 政策的意見又は専門的知見を審査等に

反映させるため、公聴会及び参考人の制度

を活用する 

C C 
専門的知見者を招く。 

第６条④「市民参加及び市民との連携」 

 請願及び陳情の審議においては、必要に

応じて当該請願及び陳情の提案者の説明

等を聴く機会を設ける 

C C 
必要に応じて行う。 

第６条⑤「市民参加及び市民との連携」 

 市民への報告及び意見交換の場として、

議会報告会等を開催する 

C C 
コロナ禍により実施でき

ていない。 

第７条①「議会広報の充実」 

 議案等の審議の経過及び結果並びに一

般質問等の内容について、市民への情報の

提供に努める 

B B 
YouTube での一般質問の

公開。 
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条  項 評価 
前年の

評価 理  由 

第７条②「議会広報の充実」 

多様な広報手段を活用し、市民が議会及

び市政への関心を高めるための広報活動

に努める 

B B 
一層の充実に努める。 

第８条「市長等との関係」 

市長その他の執行機関との立場及び権

能の違いを踏まえ、緊張関係を保持し、事

務執行の監視及び評価に努める 

C C 
市民目線で意見交換する

場が必要。 

第９条①「政策等形成過程の説明」 

政策水準を高める議論を行うため、７項

目の情報提供に努めるよう市長に求める 

C C 
まだまだ不十分である。 

第９条②「政策等形成過程の説明」 

政策等の提案を審議するに当たっては、

市長に対し政策等ごとの分かりやすい説

明資料の作成を求める 

B B 
概ね実施されている。 

第 10 条「議決事件の拡大」 

市政の重要な計画及び政策について、地

方自治法第 96 条第２項の規定による議会

の議決すべき事件の拡大に努める 

C 

 

C 

 

議決事件の拡大について

は、十分な調査・分析が必要

である。 

 

第 11 条①「委員会の運営」 

市民の意見等を考慮した政策課題につ

いて、委員間で政策提言に向けた討議を行

う 

B B 
討議ができている。 

第 11 条②「委員会の運営」 

 行政評価等及び決算審査の結果を踏ま

え政策提言を行うとともに、政策に関する

予算の確認及び執行の評価結果を点検し、

その結果を次の政策提言に反映させる 

B B 
提言後のチェックが必要

である。 
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条  項 評価 
前年の

評価 理  由 

第 11 条③「委員会の運営」 

 必要に応じて参考人及び専門的知見を

有する者を招致する 

C C 
是非今後は実現させてい

きたい。 

第 12 条「政務活動費」 

 調査研究その他の活動に資するため、

政務活動費を有効に活用するとともに、

その使途について透明性を確保する 

D D 
利用すべき。 

第 13 条「議員研修の充実強化」 

 議員の資質並びに政策形成及び政策立

案の能力の向上のため、議員研修の充実

に努める 

C C 
今後政策立案等の議員能

力向上のため、研修の充実

に努める。 

第 14 条「議会図書室」 

 議員の調査研究及び市政運営の参考に

資するため、議会図書室の充実に努める 

C C 
今後の検討課題である。 

第 15 条「議会事務局の体制整備」 

 政策形成及び政策立案の能力を向上さ

せ、議会活動を円滑かつ効率的に行うた

め、議会事務局機能の充実強化に努める 

B B 
今後も充実強化に努め

る。 

第 17 条「議会予算の確保」 

議事機関としての機能を確保するため、

必要な予算の確保に努める 

B B 
議会機能の充実には必要

な予算確保をするべき。 

第 18 条「議員の政治倫理」 

 市民の代表者として常に高い倫理的義

務が課せられていることを自覚し、議員の

品位を保持し、見識を養うよう努める 

B B 
議員個人が倫理的義務を

自覚し、品位保持に努め

る。 

第 19 条「議員定数」 

議員の定数の見直しに当たっては、行財

政改革の視点だけではなく、市政の現状及

び課題並びに将来の予測及び展望を考慮

する 

A A 
現在の状況は定数的には

適正であると思うが、新宮

地域に議員が不在なのは何

とかできないものか。 
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条  項 評価 
前年の

評価 理  由 

第 21 条「災害時の対応」 

災害等が発生した場合において、市民及

び地域の状況を把握し、体制整備に努める

ものとする 

B B 
今後もさまざまな状況を

想定した訓練が必要。 

第 22 条①「最高規範性」 

議会に関する他の条例、規則等を制定

し、又は改廃するときは、条例の趣旨を尊

重し、条例に定める事項との整合を図る 

B B 
条例の趣旨を尊重するこ

とは当然のこと。 

第 22 条②「最高規範性」 

一般選挙を経た任期開始後、条例に関す

る研修を行う 

C C 
改選後の研修は実施すべ

き。 

第 23 条①「検証及び見直し手続」 

 条例の施行の状況について議会運営委

員会において検証する 

A A 
検証を実施。 

第 23 条②「検証及び見直し手続」 

 検証の結果に基づき、必要に応じて、条

例の見直しを行う 

C C 
適宜条例改正や新規制定

は大変重要。 
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